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の拡大等が起こることとなる。

　その結果、さまざまな問題が地域医療構想推進
の中で起こっている。
　その一つが、非効率化が効率化に比べ際立って
いるということである。
　①民間淘汰による非効率化、②過度の集約化に
よる公立病院の比重増加による非効率化、などで
ある。
　不十分な調整結果による非効率化の例として、
公立病院の統合・集約化による「超巨艦病院」の
出現（尼崎総合医療センター 730 床）があり、
この過度の集約化により、経営の非効率化（赤字
が３倍に膨れ上がる）と、地域で効率的に医療を
提供してきた民間病院が淘汰されるという事態が
起こっている。

　改めて、地域医療構想推進の問題点を整理すると
①急性期病床は、診療報酬制度で無駄な急性期入
院は存在せず、医療費抑制の観点からは削減する
必要に乏しい。
②急性期機能をどこまで集約するかの議論が不十
分で、救急が公立・公的に集約されると、これか
ら増え続ける高齢者救急に対応する地域密着（民
間）病院が淘汰される。 
③地域医療構想では、回復期が不足しているとし
て、公立・公的病院の回復期病床への転換が進む

が、地域で回復期を担う民間病院を圧迫している。

　今からでも、地域医療構想の議論で修正・改善
すべき点は次のとおりである。
①二次救急を地域で担う医療機関の確保計画の議
論 ：「集約化すべき医療」と「分散化すべき医療」
の議論
②政治、すなわち自治体の首長、議員の圧力に対
抗するための手立て
③識者の単純な「集約化＝効率化」という誤解へ
の啓蒙　など
　地域医療構想の推進自体は非常に重要な課題で
ある。しかし、そのことが無条件で「より効率的
で良質な医療提供体制につながる」と多くの識者・
政治家はまったく疑問を持たず認識しているが、
本当にそうなのか、一度、しっかり考える必要が
ある。

（5）アフターコロナの地域医療構想
　　～愛知県病院団体協議会の取り組み～

　　　　愛知県病院団体協議会会長
 社会医療法人大雄会理事長　伊藤　伸一

　愛知県では 2015 年に発足した病院関係者によ
る愛知県病院団体協議会（あいち５病協）におい
て、地域医療構想区域ごとに幹事団を作り、各構
想区域内の協議を進めていた（図 3 参照）。
　その協議体制が各区域で進められていたこと

図 3　愛知県地域医療構想を協議する組織のイメージ図
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で、コロナ発生時の発熱外来対応、入院調整、病
床の効率的な運用がスムーズに行うことができ
た。
　また、愛知県病院団体協議会は感染病床の稼働
状況を共有する FRESH-AICHI（福岡の九州医療
センターのシステムを応用）を活用して県全体の
感染症病床をより効率的に活用するように情報共
有を行っている。
　このシステムにより、多くの病院の感染症病床
稼働状況を把握することで、地域全体での収容数
を増やすことにつながるとともに、一般救急の受
入れ体制を改善するという成果を上げている。

　感染症病棟と一般病棟の効率的な運用には情報
共有が欠かせず、そのためには、現在の情報共有
システムをバージョンアップさせていくことが必
要であるとともに、二次医療圏＝地域医療構想区
域単位での緻密な協議と体制構築が重要であり、
愛知県病院団体協議会がその役割を担い、県全域
の調整を行う必要があると考える。

（6）シンポジウムまとめ（概要）
○愛知県では、地域医療構想を協議する組織とし
て、地域ごとに「地域医療構想推進委員会」が設
置されている。その中で、病院関係者の意見を発
信する場として「愛知県病院団体協議会（組織率
94.4％）」を結成し、その体制を一歩進めるため
に「構想区域別幹事団」とそれに対応する「各区
域の自主的協議体」が組織された（図 3 参照）。
　そして、これを公のものとするため、医師会に
了承をいただくとともに、県においても、病院関
係者を代表する組織として認知されるもととなっ
た。
　こうした組織は、地域医療構想で立ち上がった
ものであるが、新型コロナの洗礼を受けて進化し
たものであり、この組織を今後さらに発展させる
必要がある。
○コロナ下での連携で分かったことは、連携とい
うのは必要に応じて行われるものだということで
あり、これを踏まえ、地域の急性期病床の情報共
有をどのように扱うかの議論を続けていく必要が
ある。

○（愛知県病院団体協議会 伊藤会長）愛知県では、
現在の協議会が地域医療構想を議論する上で有効
に機能しているが、さらに一歩進めるためには、
地域の話し合いの中で駆け引きを一切なくし、本
音で語り合っていくことが、地域医療構想の議論
において極めて大切であると考えている。

[ 報告：理事　岡　　紳爾 ]

シンポジウムⅡ
医師の働き方改革～光と陰～

座長：勤務医部会副部長／
　　　社会医療法人名古屋記念財団

名古屋記念病院院長　長谷川真司
　　　愛知県医師会理事／勤務医部会副部長

　小出　詠子
（1）働き方改革と急性期医療両立のジレンマ

　　　～公立病院の立場から～
春日井市民病院院長　成瀬　友彦

　当院は名古屋市のベッドタウン、人口 32 万人
を有する春日井市の基幹病院であり、3 次救急指
定を受けている。“断らない救急”をモットーと
しており、年間約 9,000 台の救急車が搬入される。
したがって救急業務に当直医 7 名、研修医 3 名
の計 10 名が従事し、各科の待機医も呼び出しが
多い。そのため時間外勤務が月 80 時間を超える
医師が少なくない。そこで、働き方改革に向けて
以下の変革を行っている。①当直業務を時間外勤
務＋夜勤業務とし、翌日は原則全休。全休中のや
むをえない勤務は時間外労働として申請。②救急
業務引き継ぎが不明瞭で担当時間が過ぎても業務
が終わらないことが多い。勤務交代時に内科外科
当直と研修医が集合し、担当患者を全面的に引き
継ぎ診療延長をしないように指導。③常勤麻酔科
医不足のため、時間外全身麻酔は各科管理となっ
ており、術者以外に麻酔担当の待機医が必要。平
日夜間と休日の麻酔科待機を代務医師と契約し、
各科麻酔手術ゼロを目指している。また、通常業
務に関しては医師の負担軽減を目指すため以下の
タスクシフトを行った。①書類、サマリー、紹介
状作成を行う医師事務の増員（直近 4 年間で 12
名から 28 名に増員し、40 対 1 から 20 対 1 に）。
②血管内治療の助手を技師に移行。③各種特定
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看護師の養成。一方、課題も残っている。①時間
外勤務と自己研鑽の定義付けが未だ明確でない。
若手医師は専門医取得のため病院間の移動も多
く、混乱を避けるために近隣病院との定義の統一
化も必要。②一部の当直業務を大学からの派遣で
まかなっており、大学での働き方改革が進められ
た際に、この派遣が継続されるのか？③病院の医
療業務は変わりなく一人当たりの労働時間が減る
ため、必要な医師数、採用職員数は増加する。そ
れだけの医師確保が可能なのかどうか。また人件
費も増加するため、経営への圧迫も懸念される。
④働き方改革により時間外労働は減り、当然給与
も減少する。しかし、この事実を受け入れている
医師は少ない。給与減への不満にどう対応するの
か。また、給与減の状況から公立病院を希望しな
い医師が増えるのではないか、という懸念。⑤治
療がシフト制に移行した際、担当医としての責任
の所在の不明瞭化から、医療の質が低下するので
はないか、という懸念。働き方改革は医師の過剰
労働を軽減することが第一の目的ではあるが、医
療の質が低下し、患者サイドに影響したのでは本
末転倒である。この点を十分担保した上での改革
を目指している。

（2）救急救命センターを設置する病院の働き方
改革～公益社団法人病院の立場から～

　　公益社団法人日本海員掖済会
名古屋掖済会病院院長　河野　　弘

　当院は名古屋市南西部に位置する 602 床の
急性期病院で、救急車搬入台数は年 1 万台以上
で、名古屋市ではこの 2 年間最も受入が多い病
院である。救命センターの機能としては 1 次か
ら 3 次まですべての救急患者を受け入れており、
救命センター受診患者は 1 日平均 90 名、その
80％は時間外受診である。また、救急車の搬入
は時間外がその 75％を占めている。当院は地域
住民の福利厚生に努めるという公益社団法人と
しての立場から、断らない最後の砦という認識
でコロナ医療も含めてすべての患者を受け入れ
ている。現在、常勤医師は初期研修医を含めて
193 名で男女比は 2 対 1 である。当院では救急
科医師はシフト制であるが、これ以外の診療科

医師は宿日直制を敷いており、日勤勤務後 17 時
から翌朝 8 時 30 分まで宿直として勤務する。時
間外の診療体制は、救命救急センターに内科系
医師、外科系医師、救急科医師を各々 1 名、初
期研修医 4 名を配置している。これとは別に本
館に内科系医師、外科系医師、小児科医師、産
婦人科医師、ICU 担当医師を各々 1 名ずつ計 12
名の医師が配置される。さらに、緊急処置や手
術に対応するため、外科、整形外科、脳神経外科、
心臓血管外科、麻酔科、循環器内科、消化器内科、
脳神経内科の医師 1 名を各々待機としている。
月 45 時間超えの医師数は平均 40 名であるが、
7 月 8 月の夏場は増加する。診療科別では救急科、
循環器内科、脳神経外科、整形外科、心臓血管
外科、外科の順で 45 時間超の医師数が多い。救
急科、循環器科内科、整形外科、外科は分母の
医師数が多いので、負担分担ができるが、問題
は医師数の不足している脳神経外科と心臓血管
外科の時間外勤務である。この 2 つの診療科は
命に関わる領域で救命救急センターの機能維持
には必須である。当院は研修指定病院で毎年 16
名の研修医を採用しており、内 3 人に 2 人が後
期研修医として残る。4 年前に採用した初期研
修医 16 名の中 2 名が後期研修として脳神経外
科に加わり脳神経外科は計 6 名体制となり、や
や負担が軽減された。一方、心臓血管外科はこ
こ 7 年近く初期研修医から残る者がなく、現在
常勤医師は 3 名で手術には緊急手術も含めて大
学からの応援を受けている。緊急手術は夏と冬
に多く、この時期の時間外は月 100 時間超えと
なる。負担軽減をするためには分母を増やす必
要があり、当然大学医局からの常勤医師の派遣
は求めているがまだ達成されてない。病院とし
て初期研修医から心臓血管外科へ進む後期研修
医確保への対策はいろいろ行っているが、この
7 年間成果はでていない。救命救急センターに
は各種の疾患、外傷患者が昼夜搬入されるため、
この機能維持には必要な診療科は多い。この機
能を維持、継続していくためには分母にあたる
医師数を確保して負担軽減を計っていくことが
必要である。
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（3）働き方改革が病院経営に及ぼす影響
　　　～民間病院の立場から～

　　名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院
顧問　細井　延行

　当院は名古屋市を基盤とする名古屋鉄道の健
康保険組合が運営する健康保険組合立病院であ
り、病床 373 床（一般急性期：321 床、地域包
括ケア病床：40 床、HCU：12 床）、常勤医師 84
名の中規模の病院である。健保立病院は医療法
上、公的医療機関等と定められているが、実態は
企業が運営する医療機関であり、昨今は本社や関
連グループ企業、民間医療機関と同様、安定的経
営が求められている。したがって本日のシンポジ
ウムでは、民間病院の立場から、医師の働き方改
革が当院の経営に与える影響について検証した。
2024 年 4 月から「医師の働き方改革」が始まる
が、われわれ中規模の病院においては、医師数が
十分とは言えない中、医師の時間外労働によって
収益が確保されているという側面もあり、病院経
営にとっても重要な課題となっている。病院規模
からは「医師の働き方改革」において時間外労働
960 時間以内の A 水準が妥当と思われるが、令
和 3 年度（4 月～ 3 月）の実績では 960 時間を
超えた医師は、84 名中 19 名で、時間は 960 時
間 50 分から最長 1,483 時間 35 分までであった。
当院は所定労働時間が 1 日 8 時間、令和 3 年度
の年間所定労働時間は 1,952 時間あり、最も多
くの時間外労働を行った医師の所定労働時間超過
率は 76.0% であった。また、960 時間を超えた
時間外労働は所定労働時間に対し、19 名の超過
率の内訳は各々 0.2% から 26.8% で、これを各々
の医業収入に当てはめると約 2 億 1 千万円の減
収要因になる事が判明した。診療科別では、ほぼ
全員が 960 時間を超える時間外労働を行ってい
る消化器内科やコロナ感染症で時間外労働が日常
化している一人常勤の呼吸器内科医の時間外労働
の削減が問題となるが、消化器内科は当院の経営
上の要でもある診療科の一つであり、慎重な対応
が必要となる。現在当院での取組として、1）勤
務時間の把握体制の構築、特に自己研鑽のマニュ
アル作りや院外兼業時間の申告制度のルール化な
ど勤怠管理の確立への取り組み、2）看護師、薬

剤師、医療事務へのタスクシフト及びシェアのさ
らなる推進、また診療看護師（NP）の活用や特
定行為の実施、医師のタスクシェアによる診療科
内での平準化など医師の業務削減に対する取り組
み、3）現在は導入していない宿日直許可の検討。
この 3 点を中心に検討を進めているが、「医師の
働き方改革」が本当に医師の負担軽減に繋がるの
か疑問もあり、これら取り組みの進捗状況を十分
注視する必要があると考えられた。

（4）大学病院における医師の働き方改革の現状 
　　　～大学病院の立場から～ 

藤田医科大学学長 　湯澤由紀夫
　すべての勤務医に時間外労働の上限規制が適用
される 2024 年度が近づいている。診療・研究・
教育のそれぞれに役割が期待され、成果を求めら
れる大学病院の医師には、これまで、むしろ早朝
から深夜まで働くことが美徳とされてきた時代が
長かったようにも思われる。その意味において、
医療界の中でも特に大学で働く臨床医にとって、
この働き方改革は価値観と行動の大転換となる。
医師の働き方改革に関する検討会報告書（平成
31 年 3 月 29 日）では、医師の診療業務の特殊
性として、①公共性、②不確実性、③高度の専門性、
④技術革新と水準向上が掲げられている。加えて
大学病院の医師には、教育と研究業務が求められ、
それらがモザイク状に混在し、多種多様な活動が
行われている。大学病院に勤務する医師の働き方
改革は、単に医師の労働時間短縮だけでなく、わ
が国の医学・医療の発展や安定した地域医療の確
立など、現在抱えている種々の課題をも解決しな
がら進められる必要がある。このためには、大学
病院が自らの慣例や習慣に左右されない効率的で
有効な仕組みづくりに取り組んでいくことが大切
であり、すでに一部で運用されているチーム制の
診療などは今後拡がることが予想される。一方で、
国及び地方自治体による制度設計や人的・財政的
支援も不可欠であり、また、地域のさまざまな医
療機関の協力や患者となりうる国民の理解も必要
である。一方、現状のまま、単純に労働時間を縮
減するだけでは、既存業務の担い手が不足し、地
域医療の崩壊や研究力の著しい低下を招くことが
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想像に難くない。まずは、勤務時間とその内容の
正確な把握、業務の効率化、タスク・シフト／シェ
アを含めた新たな担い手の確保、収入の確保、そ
して地域や医療界全体を巻き込んだ機能分担や体
制づくりなどを包括的かつ速やかに検討していく
ことが必要となる。働き方改革にあたっての転換
には、医師の長時間労働によって地域医療を維持・
充実させるのではなく、適正な労働時間の中で地
域医療が維持できる仕組みづくりを国や地方自治
体とともに考えることが必要と思われる。働き方
改革・医師偏在対策・地域医療構想の「三位一体
改革」を連携して推進することが必要となってい
る。最後に、医師は生涯にわたり新たな医学・医
療を学び続ける“自己研鑽”が必須であり、医師
としてのプロフェッショナリズムの徹底した教育
に続く「働き方改革」であると考えている。

（5）医師の勤務環境に関するアンケート結果より
　　　～ダイバーシティの立場から～

社会福祉法人聖霊会聖霊病院院長　春原　晶代
　2022 年 1 月に愛知県医師会男女共同参画委員
会が愛知県との共同で県下の病院に対して行った
医師の勤務環境に関するアンケート調査の結果を
報告する。県下 321 病院の内、143 病院（44.5％）
の事務責任者から得た回答を 200 床未満（93 病
院）と 200 床以上（50 病院）に分け比較した。
200 床未満の病院では、常勤医師に比べ、非常
勤医師の割合が高かった。いずれの病院群でも夜
間・休日の体制は、当直体制が 90％以上を占め
ていた。200 床以上の病院の半数以上で、2024
年の働き方改革により医師の増員なしでは救急
体制を維持できないとの回答であった。子育て
や介護中の常勤医師に対する項目では、宿日直の
免除、短時間勤務の導入、院内保育の実施などが
200 床以上の病院で実施されている割合が多かっ
た。医師の労働時間の把握は、IC カードやタイ
ムカードによる管理が多くの病院で行われてい
た。病状説明はいずれの病院群でも 60％以上が
時間内に実施していた。また、初診時の予診、検
査の説明、静脈採血・注射、患者移動などの項目
は、いずれの病院群でも原則として医師以外の職
種が実施していた。一方、診断書の下書き・入力

に関しては、200 床未満の病院の半数以上で医
師のみが実施していた。院長、副院長、医局長等
を対象とした記述式の設問では 200 床未満の 50
病院、200 床以上の 37 病院から回答を得た。医
師の働き方改革が地域医療に与える影響に関し
ては、プラスとなる点がないと答えた病院が、ど
ちらの群でも 30％以上あり、マイナスとなる点
には医師不足・医師の偏在・救急医療の低下など
の回答があった。病院経営に関しては、人件費が
どうなるかによって考えが分かれていた。医師 1
人に対する人件費は減るが、タスクシフトにより
他職種の人件費が上がること、また、医師の総人
件費が上がる可能性などの答えがみられた。勤務
医の健康に関しては、プラスとなると考える回答
が多かった。また、病院間の機能分化が進むので
はないかという回答も多かった。オンライン診療
については、慢性期の患者、往診などで有用であ
るが、救急医療などでは有用性が低いと考えられ
ていた。アンケート全体を通して、働き方改革に
対してそれぞれの病院が準備を進めていることが
分かった。働き方改革は、すべての人に働きやす
い環境を整えるダイバーシティを推進するために
も、必要な改革と考えられる。一方、この改革を
急速に進めることで地方や救急の現場での医師確
保が難しくなり、地域医療に影響が出る可能性が
示された。地域医療への影響をできるだけ少なく
するためには、それぞれの地域での病院間の連携
と役割分担を進めるとともに、地域住民への周知
が必要であると考えられた。

[ 報告：理事　國近　尚美 ]
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禁煙推進委員会だより禁煙推進委員会だより

「続・続『先ず隗より始めよ、ですが・・・』
～加熱式タバコについて～」

綜合病院山口赤十字病院／　　　
山口県医師会理事　國近　尚美　

　2014 年の山口県医師会報「禁煙推進委員会だ
より」欄に「先ず隗より始めよ、ですが・・・」
と題する文章を掲載していただいてから 9 年が
経過しました。
　2002 年に健康増進法が制定され、受動喫煙の
防止が謳われています。2018 年に健康増進法が
改正され、2020 年 4 月から施行されました。「望
まない受動喫煙」をなくすという観点から、施
設の類型・場所ごとの対策がマナーからルール
に変わることとなりました。また、健康日本 21

（第二次）が 2013 年より開始され、そのなかで、
COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、がん・循環器疾
患・糖尿病と並んで、対策を必要とする主要な生
活習慣病として挙げられ、「COPD の認知度の向
上」と「成人の喫煙率の減少」「未成年者・妊娠
中の喫煙をなくす」「受動喫煙の機会の減少」が
目標として掲げられています。
　目標を達成するためには、まずは身近なところ
から取り組む必要がありますが、2014 年当時、
山口県医師会や山口健康福祉センターの入居して
いる山口県総合保健会館（健康づくりセンタ－）
の、車寄せがある北西側出入り口にも喫煙所が存

在していました（写真①）。屋根があるため風向
きによっては入口までタバコの臭いが充満し、と
ても健康を推進している施設の出入口とは思えな
い状況でした。その後、山口県健康増進課や山口
県医師会のご尽力で、山口県総合保健会館は敷地
内禁煙（写真②）となりました。
　国を挙げて禁煙・受動喫煙防止に努力してい
たこの間に、時期を同じくして 2013 年から加熱
式タバコの販売が開始されました。タバコ会社は
日々喫煙者維持のため工夫を重ねており、紙巻き
タバコにメンソールやバニラのフレーバーを添加
したり、加熱式タバコもスタイリッシュな機器に
しています。また、フィリップモリス社は気管支
喘息や COPD の吸入治療薬のメーカー（英国ベ
クトラ社）を買収するなど戦略的な方策を行って
います。

　徐々に広まってきている加熱式タバコについ
て、2022 年 9 月号に引き続きご説明致します。
加熱式タバコとは（図①）
・タバコ葉やタバコ葉を加工したものを、燃焼さ

せずに電気的に加熱し、エアロゾル（霧状）化

写真① 写真②
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したニコチンと、加熱によって発生した化学物
質を吸入するタイプのタバコ製品である。

・わが国では 2013 年 12 月から販売が開始され、
2016 年ごろから、急速に普及してきた。現在、
本邦で 4 種類販売されている。

加熱式タバコの健康障害
・加熱式タバコは、喫煙者本人及び周囲への健康

影響や臭いなどが紙巻タバコより少ないという
期待から、使い始める人が多くいる。

・化学成分を分析した結果からは、加熱式タバコ
の主流煙には、多くの種類の有害化学物質が含
まれるものの、ニコチン以外の有害化学物質の
量は少なかったと報告されている。

・しかし、販売開始からの年月が浅いため、長期
使用に伴う健康影響は明らかになっていない。

・また、量が少ないとしても、タバコ煙にさらさ
れることについては安全なレベルというものが
なく、喫煙者と受動喫煙者の健康に悪影響を及
ぼす可能性が否定できないと考えられている。

加熱式タバコの禁煙治療について
・2020 年の診療報酬改定において、加熱式タバ

コ使用者も健康保険による禁煙治療の対象とし
て正式に認められた。

・加熱式タバコ使用者には、紙巻タバコを吸わず
に単独で使用している場合であっても、それを
ゴールとするのではなく、最終的には加熱式タ
バコの使用を中止するよう、情報提供や支援を
行う必要がある。

・加熱式タバコ使用者への禁煙治療と禁煙支援の
方法については、「禁煙治療のための標準手順
書 第 8 版」、「禁煙支援マニュアル（第二版）増
補改訂版」をご参照いただきたい。

電子タバコ（図②）
・電子タバコとは、専用カートリッジ内のリキッ

ドを加熱して蒸気（エアロゾル）を発生させ、
それを使用者が吸入する製品。

・リキッドの主成分は、プロピレングリコールや
グリセリンなどのグリコール類で、諸外国では
ニコチンが含まれている。

・日本では、電子タバコにニコチンは入っておら
ず、たばこ事業法のタバコ製品として分類され
ない為、未成年者も購入可能になっている。

・加熱式タバコと混同されることが多い製品で
あるが、加熱式タバコは、「タバコ葉やタバコ
葉を用いた加工品を、燃焼させず、専用機器を
用いて電気で加熱することで煙を発生させるも
の」であり、電子タバコとは異なる。

・現在、米国において、電子タバコによるものと
疑われる肺疾患等の健康被害症例が報告されて
いる。

加熱式タバコのまとめ
・加熱式タバコは、タバコの葉を加熱して、発生

したニコチンを含むエアロゾルを吸う構造のタ
バコ製品である。

・加熱式タバコの主流煙には、多くの種類の有害
化学物質が含まれる。

図① 図②
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・加熱式タバコや電子タバコを使用することによ
る、健康への影響は、明らかになっていない。

・喫煙者の呼気のエアロゾルには有害物質が含ま
れており、受動喫煙が生じる。

・禁煙を目的に加熱式タバコを開始した結果、紙
巻タバコもやめられず併用するケースもある。

・紙巻タバコも加熱式タバコも使用しないことが
大切である。

　タバコの煙の有害物質は主流煙よりも副流煙に
多く含まれており、受動喫煙としてタバコを吸わ
ない人にも及びます。加熱式タバコも目に見えに
くいですが、副流煙があることがわかっています

（図③）。また、タバコの煙がその場にない状態でも、
以前そこに流れてきたタバコの煙の成分が、壁や
床、カーテン、衣類、髪の毛に付着して残り、そ
こから揮発した成分を吸入することを「三次喫煙

（サードハンドスモーク）」と呼び、問題になって
います。

　今後も引き続きタバコの害のない社会を目指
し、「先ず隗より始めよ」という言葉に倣って、
身近なところから力を合わせて、県民の皆様の健
康増進のため、禁煙活動の啓蒙・推進に努力して
いきたいと思います。

図③

　
　私は 54 歳ですが、大相撲観戦歴は輪湖時代からの 45
年以上です。福岡で開催される 11 月場所もよく行ってい
ます。大相撲はやはり「生観戦」がおすすめです。激し
くぶつかり合う力士の画はもちろん、独特の音（呼出、行
司、柝の音）、飲食や鬢付油の香りなど五感に直接響きま
す。また、通常テレビでは映らない花道待ちの力士動向や、
引退して親方となった人と館内で遭遇する（トイレで元
横綱とばったりとか）など、意外な楽しみもあります。

　チケット代は決して安くはないですが、席の種類もいろいろあります。土俵に近いほど当然高い
のですが、お勧めはズバリ「当日売りのマス席バラ売り」です。売れ残ったマス席のチケットを当
日に限り一人分から買えます。建前上「相席になることもあります」と言われますが、まずなりま
せん。4 人分のスペースを一人ないしは二人で使えます。この戦法、土日は難しいのですが、相撲
人気が今一つの近年は平日なら可能です。
　皆様も是非一度、本場所に足を運んでみてください。クセになりますよ。

大相撲九州場所観戦のススメ
下関市　清水　徳雄
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１　令和５年度新規事業について
　県教育庁との懇談会、自治医科大学卒業医師の
県内定着促進等、追加・修正 4 事業について協
議を行い、修正等を要する事業については次回理
事会で再協議することとした。

２　 山 口 県 医 師 会 事 業 継 続 計 画（BCP） 及 び
JMAT やまぐち派遣マニュアル（事務担当者用）
について
　標記計画案等の概要を説明し、その内容につい
て協議を行い、一部修正の上承認した。

３　郡市医師会長会議の意見・要望について
　標記会議での質問に対する回答案の協議を行
い、国の対応に動きがあれば修正することとして
承認した。

４　新型コロナウイルス感染症対応「山口県医師
会休業一時金」の申請について
　申請 1 件について審査し、給付することを決
定した。

１　山口県肝炎対策協議会の委員について
　山口県健康福祉部長から標記委員の推薦依頼が
あり、2 名を推薦することを決定した。

１　山口県がん対策協議会がん登録部会「Web」
（1 月 18 日）

　がん登録の実施状況、がん情報の利用について
協議を行った。（藤原）

２　第 1 回周南医療圏地域医療構想 病床機能検
討部会「Web」（1 月 19 日）
　令和 3 年度病床機能報告結果、地域医療構想
に関する今後の進め方等について報告・協議を
行った。（前川）

３　医事案件調査専門委員会（1 月 19 日）
　診療所、病院各 1 件の事案について審議を行っ
た。（縄田）

４　第 3 回学校心臓検診検討委員会（1 月 19 日）
　令和 3 年度山口県学校心臓検診報告書、令和 4
年度学校心臓検診精密検査医療機関研修会のアン
ケート集計結果、令和 5 年度事業等について協
議を行った。（河村）

５　中国四国医師会連合常任委員会「会長会議」
（1 月 22 日）

　隣接ブロック当番県・次期当番県医師会長会
議の結果報告、常任委員会の今後のあり方、日本
医師会役員ルールの見直し等について協議を行っ
た。（加藤）

６　男女共同参画部会第 2 回育児支援 WG・保育サ
ポーターバンク運営委員会合同委員会（1 月 22 日）
　3 月 5 日開催予定の保育サポーター研修会の内
容を決定した後、現況報告に対する問題点と対策
について協議を行った。（長谷川）

７　男女共同参画部会第 3 回理事会（1 月 22 日）
　3 月 5 日開催予定の令和 4 年度総会 ･ 特別講演
における役割分担、令和 5 年度事業計画につい
て協議を行った後、保育サポーターバンクの運営
状況、女性勤務医ネットワーク連絡係の更新結果

理理 事事 会会

協議事項

－第 22 回－

2 月 2 日　午後 5 時～ 7 時 30 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
前 川・ 河 村・ 長 谷 川・ 上 野・ 茶 川・ 縄 田
各常任理事、白澤・藤原・竹中・木村・岡・藤井・
國近各理事、藤野・宮本・友近各監事

報告事項

人事事項
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の報告を行った。（長谷川）

８　山口県福祉サービス運営適正化委員会第 136
回苦情解決部会（書面開催）
　苦情相談の現況、苦情解決審議事案等について
審議した。（前川）

９　中国地方社会保険医療協議会山口部会「Web」
（1 月 25 日）

　指定申請について全て承認された。（加藤）

10　個別指導（1 月 26 日）
　山口市の診療所で行われ、立ち会った。（藤原）

11　特別支援学校における医療的ケア運営協議
会「Web」（1 月 26 日）
　「学校における医療的ケアの取組について」の
報告、「安心・安全な校外学習の実施に向けた保
護者の付添い」、「ガイドラインの策定」等につい
て協議を行った。（河村）

12　診療情報提供推進委員会（1 月 26 日）
　本会相談窓口受付状況及び相談窓口受付事例に
ついての報告、医療従事者への暴力について意見
交換等を行った。（縄田）

13　第 2 回禁煙推進委員会（1 月 26 日）
　県医師会報「禁煙推進委員会だより」の報告、
今後の委員会の活動方針についての協議を行っ
た。（上野）

14　全国メディカルコントロール協議会連絡会
（第 2 回）「Web」（1 月 27 日）
　第 1 部では、「我らの地域のメディカルコント
ロール取組事例発表“各地域における指導救命士
制度の充実に向けた取組事例”」として７つの事
例発表が行われ、第 2 部では、2 つの講演等が行
われた。（上野）

15　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事
会 ･ 評議員会（1 月 28 日）
　令和 3 年度の事業報告、収支決算案、令和 5
年度事業計画、収支予算案等について協議を行っ
た。（伊藤）

16　第 54 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議
会総会（1 月 29 日）
　令和 3 年度事業報告・決算、令和 5 年度事業
計画・予算等について報告・協議を行った後、「高
知県における学校心臓検診の取り組み」「高知県
における生活習慣病」と題したワークショップ、
2 つの特別講演等を行った。（伊藤、河村）

17　長門圏域地域医療構想調整会議 病床機能等
医療のあり方検討部会（1 月 30 日）
　令和 3 年度病床機能報告結果、地域医療構想
に関する今後の進め方、病床機能再編支援事業等
について協議を行った。（前川）

18　山口県石油コンビナート等防災本部幹事会
（1 月 31 日）

　山口県石油コンビナート等防災計画の修正案に
ついて協議、承認した後、石油コンビナートの事
故の状況と防災本部の対応等について報告を受け
た。（事務局長）

19　第 41 回地方独立行政法人山口県立病院機構
評価委員会（1 月 31 日）
　前回会議のまとめの報告、第 4 期中期計画の
認可について協議を行い認可した。（加藤）

20　広報委員会（２月２日）
　会報主要記事掲載予定（3 ～ 5 月号）、新コー
ナー「閑話求題」、令和 5 年度の広報事業等につ
いて協議した。（長谷川）

21　会員の入退会異動
　入会 4 件、退会 6 件、異動 4 件。（2 月 1 日現
在会員数：1 号 1,221 名、2 号 853 名、3 号 439 名、

理理 事事 会会



令和 5 年 3 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1951 号

196

合計 2,513 名）

22　令和４年度第２回医療政策研修会及び第 2
回地域医療構想アドバイザー会議
　医療計画、関係計画等のスケジュール、医師確
保、働き方改革等について報告・協議が行われた。

（前川）

23　診療所の光熱費の変動に関する実態調査（日
医からの協力依頼）
　日本医師会が実施する電気・ガス料金とその使
用量の実態調査への協力依頼について説明した。

（沖中）

１　第 2 回通常組合会について
　2 月 16 日（木）に開催する標記組合会の次第
及び５議案について協議、決定した。

２　傷病手当金支給申請（新型コロナウイルス感
染症）について
　2 件について協議、承認。

１　全国医師国民健康保険組合連合会第 2 回理
事会について（1 月 27 日）
　第 60 回全体協議会等の報告や全医連役員・委
員の候補者推薦依頼等について協議を行った。

（加藤）

１　第 193 回臨時代議員会について
　令和 5 年 4 月 20 日に開催し、日本医師会代議
員会の報告並びに令和 5 年度山口県医師会事業
計画及び令和 5 年度山口県医師会予算の報告事
項 2 件を議事とすることを決定した。

１　令和５年度新規事業（案）について
　自治医科大学卒業医師の県内定着促進、山口県
医師会事業継続計画（BCP）策定に伴う設備工事
等の実施、アドバンス・ケア・プランニングの啓
発普及活動の追加・修正 3 事業について協議を
行い、実施することを承認した。

２　令和 5 年度事業計画（案）について
　会長から総論について、常任理事及び理事から
担当事業の新規項目、重点項目について説明・協
議が行われた。

３　令和５年度予算（案）について
　事業計画（案）に基づき予算編成をし、全体の
概要について事務局長から説明を行い、提案どお
り承認した。

４　山口県医師会表彰規程第２条第４号による表
彰（医学功労賞）について
　本会表彰規程により、生涯教育委員会において
選考した被表彰者について協議を行い、第 4 号
表彰 3 名を決定した。

理理 事事 会会

報告事項

医師国保理事会　－第 18 回－

協議事項

－第 23 回－

2 月 16 日　午後 6 時 10 分～ 8 時 40 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
前 川・ 河 村・ 長 谷 川・ 上 野・ 茶 川・ 縄 田
各常任理事、白澤・藤原・竹中・木村・岡・藤井・
國近各理事、藤野・宮本・友近各監事

議決事項

協議事項
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５　令和 4 年 9 月台風 14 号・15 号による被害
に対する災害見舞について
　標記被害が激甚災害に指定されたことによる日
本医師会からの見舞金及び本会からの見舞金の交
付先について協議を行い決定した。

１　山口県いじめ調査検証委員会の委員について
　山口県総務部学事文書課長から標記委員の推薦
依頼があり、1 名を推薦することを決定した。

１　社保・国保審査委員連絡委員会（2 月 2 日）
　リフィル処方箋による長期投薬の投与期間等の
5 項目の議題について協議を行った。（伊藤）

２　医療機関税制セミナー「Web」（2 月 2 日）
　日本医師会の宮川政昭 常任理事による「医療
と消費税、事業承継」、TKC 医業・会計システム
研究会の岡村嘉記 税理士による「クリニックの
事業承継」と題する講演が行われた。（沖中）

３　第 3 回医師事務作業補助者研修会「Web」
（2 月 4 日）

　参加者が 7 グループに分かれ、教育体制・人
材育成に関するグループワークを実施し、各病院
の状況について情報交換を行った。（岡）

４　第４回生涯教育委員会（2 月 4 日）
　医学功労賞の選考、県医学会総会開催地の選考、

「中高生の職業体験実習」、生涯研修セミナーの企
画等について協議を行った。（岡）

５　警察医会第 3 回役員会・警察医会第 30 回研
修会（2 月 4 日）
　山口県医師会警察医会副会長の選任、令和 5
年度の山口県医師会表彰の候補者及び研修会等の
行事予定について協議した。（前川）

６　山口県衛生検査所精度管理専門委員会「Web」
（2 月 7 日）

　令和４年度に立入検査を実施した６施設の結果
報告及び今後の対応について協議を行った。（茶川）

７　第 2 回山口県アレルギー疾患医療連絡協議
会「Web」（2 月 8 日）
　医療・生活連携モデル事業、アレルギー県民講
演会等の今年度の取組状況、令和 5 年度の取組
等について協議を行った。（河村）

８　都道府県医師会学校保健担当理事連絡協議会
「Web」（2 月 9 日）
　現在の学校保健の課題等、国からの行政報告の
後、事前アンケートをもとにした学校保健に関す
る諸課題への対応等について協議した。

（河村、長谷川）

９　個別指導（2 月 9 日）
　山口市の病院で行われ、立ち会った。（藤原）

10　地域医療構想調整会議
[ 周南医療圏：2 月 9 日 ]

[ 宇部・小野田医療圏：2 月 9 日 ]
[ 山口・防府医療圏：2 月 10 日 ]

[ 長門医療圏：2 月 13 日 ]
　各医療圏で、病床機能、外来機能、地域医療構
想に関する今後の進め方、病床機能再編事業等に
ついて協議を行った。（前川）

11　第２回労災・自賠責医療委員会・第 95 回山
口県自動車保険医療連絡協議会（2 月 9 日）
　支払留保事案、交通事故医療における「再診時
療養指導管理料」等について損保会社、料率算出
機構等と協議を行った。（伊藤）

12　山口県思春期保健関係者連絡会議「Web」
（2 月 9 日）

　思春期保健指導者研修、健康教育用リーフレッ
トの配布、保護者向け公開講座の今年度の事業の

人事事項

報告事項
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取組状況報告の後、令和 5 年度事業について協
議を行った。（河村）

13　第 3 回山口県糖尿病対策推進委員会
（2 月 9 日）

　令和 4 年度の事業実施報告の後、山口県糖尿
病対策推進委員会の開催等の令和 5 年度事業、
糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて協議
を行った。（上野）

14　日医第 2 回医師会共同利用施設検討委員会
（2 月 10 日）

　第 30 回全国医師会共同利用施設総会（令和 5
年 9 月に岡山県医師会担当で開催）の分科会の
シンポジスト等について協議した。
　また、会長諮問「次世代に託す医師会共同利用
施設の使命～かかりつけ医機能支援と医療 ･ 保健・
介護・福祉の充実～」について議論を行った。（茶川）

15　中国四国医師会連合事務局長会議
（2 月 10 日）

　医師会事務局に導入している業務システム、「サ
イバー保険」の加入、医師会組織強化、医師資格
証の普及等各県医師会からの提出議題について意
見交換を行った。（事務局長）

16　へき地医療専門調査会「Web」（2 月 10 日）
　山口県のへき地医療の現状と課題、デジタル技
術を活用した遠隔医療等について協議を行った。

（前川）

17　日医母子保健講習会（2 月 12 日）
　「母子保健におけるメンタルヘルス、こころの
問題」をテーマとして開催され、厚生労働省子ど
も家庭局母子保健課の山本圭子 課長による「最
近の母子保健行政の動き」ほか 4 題の講演等が
行われた。（河村、縄田）

18　三師会懇談会（2 月 14 日）
　山口県健康増進課の宍戸主幹による「三師会と

県の連携による口腔ケアの推進」と題した講話の
後、意見交換を行った。（伊藤）

19　「教えて！先輩」開催「Web」（2 月 15 日）
　「キャリアと家庭の両立」をテーマに、子育て
等の経験を有する先輩医師が若い医学生、研修医
等からの質問に答えるオンラインイベントを開催
した。（長谷川）

20　社会保険診療報酬支払基金山口事務局審査
運営協議会（2 月 15 日）
　オンライン資格確認等の状況、数値目標に係る
審査実績及び要因分析、支払基金改革の進捗状況、
診療報酬等支払確定件数等について報告が行われ
た。（加藤）

１　令和 4 年度版「医師国保組合の将来を考える」
アンケート調査について
　全国医師国民健康保険組合連合会国保問題検討
委員会から依頼のあった標記アンケートの回答案
について協議、決定した。

２　傷病手当金支給申請（新型コロナウイルス感
染症）について
　1 件について協議、承認。

１　全国国民健康保険組合協会第 2 回理事会・
役員研修会（2 月 3 日）
　「医療制度改革の動向と展望」（国際医療福祉大
学大学院 島崎謙治 教授）と「国民健康保険制度
と国保組合の現状と今後」（厚生労働省保険局国
民健康保険課 高木有生 課長）の講演が行われた。

（加藤）

理理 事事 会会

医師国保理事会　－第 19 回－
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２　オンライン資格確認の推進に関する説明会
「Web」（2 月 9 日）
　「オンライン資格確認等システムについて」（厚
生労働省保険局医療介護連携策課 佐藤基之 課長
補佐）の説明が行われた。（中村）

死体検案数掲載について

死体検案数と死亡種別（令和 5 年 1 月分）

山口県警察管内発生の死体検案数
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Jan-23 15 275 0 0 10 0 15 315

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店

15

275

自殺10 15
病死

他殺

他過失

自過失

災害

その他

0
0
0
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　麻雀は 4 人のプレイヤーがテーブルを囲み、
数十枚から百枚あまりの牌（パイ）を引いて役を
揃えることを数回行い、得点を重ねていくゲーム。
ゲーム終了時の得点の多寡によって勝敗を決める

（Wikipedia より）。

　麻雀を嗜む医者はどれくらいいるのだろうか ?
結構おられるのではないか。
　元公務員だった私の父は現在 82 歳であるが、
若いころから続けていた麻雀を今も仲間と月 1
回続けている。私が幼いころも、たまに友人を自
宅に招いては、深夜までジャラジャラと音を立て
て麻雀に興じていた。私は意味もわからず、父の
傍で様子を眺めていたが、皆の楽しそうな表情が
印象的であった。
　麻雀のルールを覚えたのは、中学生のころ。麻
雀牌を買った友人から誘われたのをきっかけに見
よう見まねで始めた。高校生になり、麻雀仲間と
は距離をおいたが、部活をやめて時間ができたの
を契機に、再び誘われるようになった。
　そして、大学に進学し、山口市の教養キャンパ
ス時代に将棋同好会に入部すると、そこで麻雀好
きが複数人いて、週末の徹夜麻雀を繰り返した。
　十数年前に柳井市の周東病院に赴任していたこ
ろ、私が麻雀ができるのを知ると、院内 PHS か
ら麻酔科の T 先生の大きな声が金曜の夕方、「藤
村！今夜空いとるか？麻雀やるから集まれ！」と
響くようになった。かくして病院の官舎の空き
部屋を拝借して、放射線科の K 先生、脳外科の F
先生、外科の I 先生、看護師の S 君ら麻雀好きの
ドクターと１看護師が集まって、主に週末に麻雀

をするようになった。
　麻雀は遊びといえども、一つのコミュニケー
ションツール。私は、他科の先生方に患者を紹介
する立場であり、ゲームで仲良くなれば、紹介す
る時に少しだけ話が通りやすくなる。
　その後、私が周東病院を辞して開業したのを契
機に、リアル麻雀からも一旦卒業（?）した。
　複数の病院勤務を経験したが、同じ病院内にあ
れほどの麻雀好きが集まったことも空前にして絶
後かも知れない。

　字数が余ったので、プロ麻雀界について書こう
と思う。
　現在、プロ麻雀団体には主に４つの団体がある

（日本プロ麻雀連盟、日本プロ麻雀協会、RMU、
最高位戦プロ麻雀協会）。それぞれに、強い雀士
が所属しているが、ここ 10 年ほど前から女流雀
士の活躍が目立ってきている。
　私が贔屓にしている女流雀士は、二階堂瑠美・
亜樹姉妹プロ、茅森早香プロ、東城りおプロ、黒
沢咲プロ、高宮まりプロ、魚谷侑未プロなどであ
る。いずれもアイドル顔負けの美人揃いで麻雀も
普通の男は震え上がるほど強い。近ごろでは、
瑞原明奈プロ、伊達朱里紗プロという、憎らしい
ほど若く強い女流雀士が登場してきた。
　ところで、プロ麻雀界とプロ将棋界の決定的な
違いは、プロ団体数である。プロ麻雀の４団体に
対し、プロ将棋棋士団体は日本将棋連盟の 1 つ
しかない。
　やはり、どのような競技においても複数の団体
があってこそ、内部での健全な切磋琢磨があり、

々々飄飄
広 報 委 員

藤村　智之

麻雀のススメ
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健全な活動や運営ができると思う。
　しかしながら、今の将棋連盟は、数年前にプロ
棋士将棋ソフト不正使用疑惑騒動（不正疑いの時
点で、出場停止処分が対象棋士に下った）や、最
近ではマスクをつけずに対局をしたら、即反則負
けになるなど、行き過ぎた対応が外部から見ても
問題だと思う。
　同じことは国技の相撲にも言える。日本相撲協

会 1 つしか団体がないため、昔から八百長相撲
とかの問題が絶えないのである。元横綱貴乃花あ
たりが、日本相撲連盟なんて立ちあげてくれたら、
相撲がより面白くなるのではと妄想している。

日医 FAX ニュース日医 FAX ニュース
2023 年（令和 5 年）1 月 27 日　3105 号
■　マスク不要論、各医師会に不安
■　「ゾコーバ」に高額薬ルールを初適用
■　身近な感染対策の見直し、専門家で協議
■　中医協公益委員、笠木映里氏を提案へ

2023 年（令和 5 年）1 月 31 日　3106 号
■　コロナ５類、医療体制方針は「３月上旬」
■　医療逼迫の緩和策、「積極的に検討を」
■　治験促進センター、廃止後も存続
■　インフル定点報告、沖縄が 38.77 で突出

2023 年（令和 5 年）2 月 3 日　3107 号
■　かかりつけ医機能報告、認定制度でない
■　特例措置、「医薬品供給問題」が背景に
■　ゾコーバ薬価、複数の比較薬で算定へ
■　コロナ５類移行に向け感染対策を支援

2023 年（令和 5 年）2 月 7 日　3108 号
■　かかりつけの制度、登録・認定ではない
■　基幹病院等の医師派遣「適切な判断を」
■　新興感染症の対応案「理解」の声が大勢
■　自宅療養者の健康観察・医療体制を調査
■　インフル定点報告数、沖縄 41.23 で突出

2023 年（令和 5 年）2 月 10 日　3109 号
■　日医・知事会、５類移行で共同声明
■　５類移行後も「必要な支援継続を」
■　コロナワクチン、次の接種は秋冬に
■　中医協公益委員に笠木氏、国会が同意

2023 年（令和 5 年）2 月 14 日　3110 号
■　マスク緩和も、医療機関受診時は着用を
■　５類移行後は「インフル定点」基本に
■　新機構、政府の「強いガバナンス」下に
■　インフル定点報告数、沖縄 47.18 で突出

2023 年（令和 5 年）2 月 17 日　3111 号
■　「外形的に事実を確認するもの」
■　トルコ地震で 500 万円の支援金
■　短期滞在入国者「民間医療保険」加入を
■　来月１日から「子ども予防接種週間」
■　コロ四半期ごと「過去１年の販売額」で判断

2023 年（令和 5 年）2 月 21 日　3112 号
■　「資格確認書」無償発行、有効期限１年
■　予防計画の基本指針、議論は３月以降に
■　報酬特例等は「３月上旬めどに検討」
■　ヘルパンギーナ、過去５年比かなり多い
■　インフル定点報告数 12.91、最多は福井
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　山口県医師会では、山口県、山口大学を含む県内 15 の臨床研修病院と協力
して「山口県医師臨床研修推進センター」を設立し、医学生や研修医をサポー
トするさまざまな活動をしています。
　その一環として、臨床研修病院合同説明会（レジナビフェア 2023 東京）に
山口県ブースを設置し、山口県の臨床研修体制をご紹介いたします。
　各位のご子息、ご息女またはお知り合いの中に、山口県に興味のある医学生
がおられましたら、説明会への参加についてお声掛けいただきますようお願い
いたします。

　と　き　2023 年 3 月 19 日（日）11：00 ～ 17：00
　ところ　東京ビッグサイト
　　　　　　（東京都江東区有明 3 丁目 11-1）

○ フェアの詳細はホームページに掲載しております。
そのほか、臨床研修医交流会などのイベントや各種助成金の
情報も掲載していますので、ご覧ください。
　　URL　http://www.yamaguchi.med.or.jp/rk/index.htm

臨床研修病院合同説明会
（レジナビフェア 2023 東京）

への出展について
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　令和 5 年 4 月 21 日（金）～ 23 日（日）に開催される「第 31 回日本医学会総会
2023 東京」では、産業医研修単位を最大 6 単位取得することが可能です。

○参加登録・受講申込
　産業医セッションの事前登録には、あらかじめ第 31 回日本医学会総会の参加登録
が必要となりますので、総会のホームページ（下記 URL）より登録してください。
　その後、事前参加登録の入金確認後に届くメールに記載されている「マイページ」
内にある「単位受講申込」ボタンより、令和 5 年 3 月 31 日（金）正午までに産業
医研修単位の単位受講申し込みを行ってください。
　　※“実地”は 1 セッションのみの登録が可能です。
　　※当日飛び込み参加不可。

○対象
　更新を希望する認定産業医（資格取得を希望する方は対象外です）。

○受講費用
　事前参加登録費＋産業医セッション受講料（5,000 円、セッション数にかかわらず一律）。

○サテライト会場
　本総会では、日本医師会認定産業医制度 産業医学研修会（産業医セッション）に
ついて、全国にサテライト会場が設置されます。現地会場での参加以外に、サテラ
イト会場での参加が可能です。
・サテライト会場での参加の場合でも、総会への参加登録が必要です。
・サテライト会場で参加可能なセッションは、“更新”と“専門”の一部セッションの

み（“実地”は現地開催会場のみ）です。
・山口県では、4 月 22 日（土）、23 日（日）に山口県総合保健会館にサテライト会場

を設置予定です。

○詳細
　詳細は、第 31 回日本医学会総会ホームページをご参照ください。
　https://isoukai2023.jp/training_units/index.html

○問い合わせ先
　第 31 回日本医学会総会 2023 東京事務局
　TEL：03-5800-8971　FAX：03-5800-6412　E-mail：office@isoukai2023.jp 

第 31 回日本医学会総会 2023 東京
産業医研修単位のお知らせ
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　県医師会生涯研修セミナーで「男性の性腺機能低下症（LOH 症候群：Late-Onset Hypogonadism）」
の講演を聴く機会があった。
　加齢やストレスなどに伴って男性ホルモンであるテストステロンが減少しさまざまな症状が出
る、いわゆる「男性の更年期障害」と言われるものであり、50 ～ 60 歳に多い傾向にあるとのこと。
最近元気が出ない、やる気が出ない、などの不調は LOH 症候群が原因の可能性があるという。
　テストステロンの分泌が低下すると、まず、身体症状として、筋力低下や筋肉痛、疲労感、異常
発汗・ほてりなどがあり、また、男性特有の症状として、性能の低下などが起こる。
　また、中性脂肪やコレステロールの代謝が低下し、肥満、高血圧、高血糖、脂質異常症などの生
活習慣病を発症するリスクが高まる。
　一方、精神面での影響は大きく、興味や意欲の喪失、不眠、不安感・イライラ、うつ症状、そし
て集中力や記憶力の低下などが現れる。
　この LOH 症候群の可能性については、自分でチェックすることができる。
　詳細は「AMS 調査票」「加齢男性性腺機能低下症候群診療の手引き 2022」を見ていただきたい。
この調査表は、問診で使われるほか、セルフチェックの方法としても利用されている。
　そこで早速、自分でチェックしてみると中等度の症状と出た！チェックした項目をみると意欲や
心情面での変化が点数に出ているように思う。確かに、以前に比べ、ちょっと踏ん張らないと行動
に移せない、少しのことでもくよくよ悩む、など思い当たるものがあり、近々血液検査をしようと
思っている。
　一方で、テストステロンの分泌には、加齢に合わせて「社会的な活動」が深く関係しており、社
会的な役割をもっていたり、趣味などで人生を楽しんでいる人は、テストステロンの分泌が低下し
にくいという。
　講演を聴いて、これからも、県医師会など“社会的な活動”は必須なのかな～と考えるのである。
読者の方で心配な方は、一度、セルフチャック・血液検査をされてみてはいかがでしょうか。

　（参考）山口大学医学部泌尿器科講座 白石晃司教授講演「男性の性腺機能低下症 LOH 症候群」
　　　　  2022.11.20 山口県医師会生涯研修セミナー資料より

（理事　岡　紳爾）

編編集
後後記

謹 弔
次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

時　任　　　豊　　 氏　　下関市医師会　1 月 24 日　享　年　90

小屋敷　和　昭　　 氏　　下関市医師会　2 月　2 日　享　年　93

土　屋　公　德　　 氏　　宇部市医師会　2 月　7 日　享　年　87

小　原　　　正　　 氏　　大島郡医師会　2 月 11 日　享　年　92
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